
雇用保険適用事業所設置手続について 

 

必要な書類 

１．労働保険関係書類 

【建設業、農林水産業以外の事業】（一元適用）（所掌１） 

・労働基準監督署で受理された 

「労働保険関係成立届」と「労働保険料概算申告書」の事業主控 

 

【建設業、農林水産業の場合】（二元適用）（所掌３） 

・労働保険関係成立届 

・労働保険料概算申告書（雇用保険分） 

 

２．雇用保険適用事業所設置届 

 

３．事業所実在確認書類 

【法人の場合】 

・法人登記簿謄本又は登記事項証明書 

【団体の場合】 

・会則又は規約及び総会（大会）議事録 

【個人事業主の場合】 

・事業主の世帯全員の住民票 

 

○上記必要書類で事業所の所在地が確認できない場合は、「事務所、工場の賃貸契約書」 

 「事業所宛ての公共料金等の請求書」「会社宛ての郵便物」等のコピーが必要です。 

 

４．事業活動実態確認書類 

【一般事業所の場合】 

・営業許可証、営業登録証、営業に関する官公庁への届出の事業主控 

・取引先からの納品書、請求書 ・自社から取引先に対する請求書とその入金が確認できる通帳 

・業務請負契約書、委託契約書、フランチャイズ契約書 

・パンフレット、チラシ、診察券、会員証等 

・税務関係書類（給与支払事務所等開設届、法人・個人事業開始届、所得税徴収高計算書等） 

 

【季節事業所の場合】 

○季節事業所とは季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入退職する者を雇い入れ

る事業所の事。 

・営業許可証、営業登録証、営業に関する官公庁への届出の事業主控 

・建 設 業～工事施工一覧表とその記載事項に対応する工事契約書（注文書、発注書等） 

・建設業以外～月別事業経歴（計画）書とそれに対応する取引関係契約書、原料買付伝票 

・税務関係書類（給与支払事務所等開設届、法人・個人事業開始届、所得税徴収高計算書等） 



５．その他確認書類（上記４に記載の書類で実態が確認できない場合に必要となります） 

・社会保険の適用関係書類  ・金銭出納簿、仕入帳、売上帳、総勘定元帳 

・就業規則、労働協約    ・事務所の賃貸借契約書 

・定款の写し（公証人役場で「会社保存原本」と朱印が押印され、認証を受けたもの） 

・事業主が取得している事業に関連する免許・資格を証する書類 

・発注先や取引先の発注・取引に係る証明書（適宜の様式） 

 

６．雇用保険取得届 

・被保険者番号不明の場合は職歴（事業所名）のわかるもの（履歴書等） 

・マイナンバー（個人番号）の記入が必要 

 

７．雇用保険確認書類 

・出勤簿（日報、タイムカード等） 

  …出勤初日から届出時点まですべて 

・賃金台帳（給与明細でも可） 

  …届出時点で支払いのある場合のみ。雇入れから届出時点まですべて 

・労働者名簿 

  …労働基準法第１０７条の定めにより、「使用者は事業場毎に労働者名簿を調製し、労働者の氏

名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならない」 

   こととされています。（被保険者とならない方も含め、全労働者分が必要です） 

・雇用契約書（雇入通知書、労働条件通知書も可） 

 

 

労働保険の事務手続は社会保険労務士や労働保険事務組合に委託することができます。 

十勝管内の名簿を同封しておりますので、ご検討ください。 

労働保険事務組合に委託した場合のメリット 

・労働保険料の金額に関わらず分割納付 

・事業主や家族従事者も労災保険に特別加入 など 

 

 

ハローワークからのお願い… 

新規の設置手続はご用意頂く書類も多く確認作業に時間を要するため、提出書類は記載した状態で、

添付資料は写しを準備していただくようお願いいたします。 

 

 

お問い合わせ先 ハローワーク帯広 雇用保険適用課 0155-23-8296(21#) 

ハローワーク池田                 015-572-2561      
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